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まえがき

大阪精神医療人権センター設立３２周年にあたって

共同代表・弁護士　位田　浩

　大阪精神医療人権センターは、 ２０１７年１１月をもって設立３２周年を迎

えました。

　１１月１８日に「人間の尊厳」 から「強制入院」 を考えるというテーマで

記念講演会を開催しました。 内田博文先生（九州大学名誉教授） に基

調講演をいただき、 人間の尊厳という概念の歴史的成り立ちから、 強

制入院が許される場合の法的根拠や要件などについて論理的に解き明

かしていただきました。

　当センターは３２年前、 人権侵害のカタログと呼ばれていた精神病院

に風穴をあけ、 精神障害者の権利を擁護することをスローガンにかかげ

て発足しました。 私たちは現在、 強制入院が濫用されて精神科医療を

受ける人たちが自由を奪われすぎていることを批判し、 強制入院を少

しでも減らすべく、 要件のゆるやかな医療保護入院を廃止することや

措置入院の要件を厳しくすることを提案しています。 また、 精神科病

院によって自由を奪われた入院者が自由や権利を取りもどせるよう、

入院者との面会活動や病院訪問活動を実践するとともに、 入院者が独

立した権利擁護者を選ぶことができる制度をつくることを訴えていま

す。 今回の講演会で、 私たちの主張の理論的な根拠を得ることができ

たのではないかと思います。
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　ところで、 ２０１６年の相模原市障害者殺傷事件をきっかけに、 政府

は措置入院制度を入院者の自由を制限する方向で強化する精神保健

福祉法案を国会に上程しました。 ２０１７年９月の衆議院解散でいった

ん廃案になりましたが、 ２０１８年１月から始まる通常国会にふたたび上

程されることが予想されます。 また、 権利擁護制度については、 日

本精神科病院協会が精神障害者に入院治療を受けさせることを目的

とする「アドボケーターガイドライン」 なるものをつくり、 厚生労働省

がその導入に向けた策動を強めています。 いずれの動きも、 私たち

の目指している開放的な精神医療や社会のあり方とは逆方向のもの

といわざるをえません。

　私たちは、 精神障害を持つ人も持たない人も人間の尊厳が保障さ

れる精神医療と社会を実現するために、 今後も活動を継続していき

ます。

　みなさまのご参加とご支援をよろしくお願いいたします。

1985 年
当事者・家族・医療福祉従事者・弁護士・市民により設立。電話・

投書による相談の開始

1993 年

大和川病院で患者が虐待されて亡くなった事件を契機に、大和川

病院 (1997 年廃院 )事件に関する取り組み開始（面会、電話相談、

病院や行政との交渉、訴訟等）

1998 年

当時の代表と事務局長が大阪府精神保健福祉審議会に委員として

参加。大和川病院事件の反省をもとに精神科病院訪問活動と退院

促進事業の制度化を提言。

2003 年 精神医療オンブズマン活動としての精神科病院訪問開始

2004 年

副代表が厚生労働省の検討会に委員として参加。大阪での病院訪

問活動を紹介し、検討会報告書に「今後 10 年間に 72,000 病床を

削減する」と書き込まれるよう働きかけた

2009 年
「療養環境サポーター制度」（大阪府精神科医療機関療養環境検討

協議会事業）がスタート

2014 年
副代表が厚生労働省の検討会にて「病棟転用型居住系施設」につ

いて問題提起

沿 革
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「人間の尊厳」から「強制入院」を考える
内田　博文（九州大学名誉教授）

目 次

１．「人間の尊厳」とは 14
（１）「人間の尊厳」概念の再評価と法規範化	 ・・・・・・・・・・14

（２）「個人の自由」と「人間の尊厳」	・・・・・・・・・・・・・・16

（３）「生存権」保障と「人間の尊厳」	・・・・・・・・・・・・・・18

２．なぜ、「人間の尊厳」を保障する必要があるのか 20
（１）再発防止	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

（２）ニュルンベルク裁判	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

（３）ニュルンベルク綱領とヘルシンキ宣言	・・・・・・・・・・・23

（４）リスボン宣言	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

（５）患者の権利法	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

（６）基本的人権の国際化	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

３．日本の精神医療・精神保健福祉法の問題点 32
（１）精神衛生法の制定	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

（２）憲法違反の内容	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33

（３）蛇行を繰り返す法改正	・・・・・・・・・・・・・・・・・・33

（４）池田小学校事件と医療観察法の制定	・・・・・・・・・・・・34

（５）その後の動き	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35

（６）相模原事件	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36



13

認定ＮＰＯ法人　大阪精神医療人権センター３２周年　記念書籍

４．措置入院と医療保護入院の問題点 38

（１）「専断的治療（医療）行為」の適法性	 ・・・・・・・・・・・38

（２）「らい予防法」による「強制隔離」の違憲性	 ・・・・・・・・39

（３）精神保健福祉法による「強制入院」	 ・・・・・・・・・・・・41

（４）医療観察法による「強制入院等」	 ・・・・・・・・・・・・・45

（５）犯罪者を上回る ｢精神障害者｣ の身柄拘束	・・・・・・・・・47

５．国際的な状況 49
（１）障害者権利条約と強制入院	・・・・・・・・・・・・・・・・49

（２）オーストラリア	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50

（３）フィンランド	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51

（４）イギリス	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

（５）ドイツ	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54

（６）フランス	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56

（７）イタリア	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56

６．どうしたら強制入院や行動制限をなくしていけるのか 60
（１）クラーク勧告	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60

（２）民間病院	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63

（３）パターナリズム	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64

（４）家族	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

（５）差別・偏見	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70

（６）ロードマップ	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71



「人間の尊厳」 から「強制入院」 を考える

14

１．「人間の尊厳」とは

（１）「人間の尊厳」概念の再評価と法規範化

法はさまざまな法概念の上に成り立っている。これらの法概念のほとんどは

ギリシャ、ローマ時代に生み出されたものである。人々はこれらの法概念に新し

い意味づけを与え続け、新しい役割を果たさせて続けてきた。近代法も然りであ

り、現代法も然りである。その意味では、法概念は古くて新しい概念だと言える。

ここで取り上げる「人間の尊厳」という概念も例外ではない。古くて新しい概念

だと言える。

「人間の尊厳」をめぐる問題は古代から今日にいたるまで西洋思想史の最も重

大な主題のひとつである。多くの西洋の思想家たちがこの問題に取り組み、彼ら

が直面した時代状況や背景言語に左右されながらこの観念を特徴づけようとして

きた。そのようにして特徴づけられた「人間の尊厳」は、個々の思想家たちによっ

てさまざまな形態が取られており、この観念を一義的なものとして理解すること

は容易ではない。「人間の尊厳」の根拠をどう規定するかによって、人間的主体

の規定だけではなく、そうした主体の生存を可能にする経済的、社会的、政治的

諸条件の規定にも大きく影響を及ぼすからである。

ドイツ啓蒙哲学の代表者にして、法と宗教の峻別を説くなど、もっとも影響

力の大きかった近代思想家のひとりであるカント（１７２４年―１８０４年）も、

「人間の尊厳」を彼の一連の道徳哲学の議論の展開の中に埋め込んだ。そこでは、

彼は「人間の尊厳」を人間が果たすべき義務として、つまり尊厳を持つ者が必然

的に果たすべき行為として提示した。人間が尊厳を得ることができるのは、理性

的存在者として道徳的行為をなしうる限りにおいてである。人間性は、理性に従

う意志の自由に基づく人格にある。人格として見た人間、すなわち道徳的な実践

理性の主体たる人間は一切の価格を越えて尊いものである。尊厳とは、絶対的内

的価値をいう。人間には道徳的な主体性があり、尊厳がある。カントによると、

こう説かれた。
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カントは近代における「人間の尊厳」概念に大きな影響を与えたが、「人間の

尊厳」概念は第二次世界大戦後、国際的に再評価され、実定法上の概念とされる

ことになり、新たな意味づけを与えられることになった。

１９４５年６月２６日にサンフランシスコにおいて調印され、１０月２４日

に発効された国際連合憲章は、その前文の中で、「基本的人権と人間の尊厳及び

価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し」などと謳っ

た。１９４８年１２月に採択された世界人権宣言も、その前文で、「国際連合の

諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女

の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と

生活水準の向上とを促進することを決意したので」などと謳った。１９６６年

１２月に採択され、１９７６年３月に発効した「市民的及び政治的権利に関する

国際規約」および「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」も共にそ

の前文で、「人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ奪い得ない

権利を認めることが世界における自由、正義及び平和の基礎をなすものであるこ

とを考慮し」などと謳った。

「人間の尊厳及び平等」のうえに観念される基本的人権が「世界における自由、

正義及び平和」の基礎をなすとされ、この考え方を遵守することが加盟国に義務

づけられている。

「人間の尊厳」概念の法規範化は国内法のレベルでも見られる。各国の中で戦

後初めて「人間の尊厳」という文言を権利章典に採用したのは１９４５年７月の

「スペイン国民の権利章典」であった。その第１条は、国家の指導原則として「人

間の尊厳、纐纈及び自由に対する尊重」を宣言した。

１９４９年に西ドイツでボン基本法として制定され、その後、東ドイツの西

ドイツへの編入による「再統一」によりドイツ連邦共和国の憲法と位置づけられ

ることになった「ドイツ連邦共和国基本法」も、その第１条で、「人間の尊厳は

不可侵である。これを尊重し、および保護することは、すべての国家権力の義務

である。」「ドイツ国民は、それゆえに、侵すことのできない、かつ譲り渡すこと

のできない人権を、世界のあらゆる人間社会、平和および正義の基礎として認め

る。」「以下の基本権は、直接に妥当する法として、立法、執行権および司法を拘
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束する。」と規定した。

ここでは、「人間の尊厳」は「不可侵」なものとして、しかも、国家権力によっ

て尊重・保護されるべきものとして位置づけられている。この「人間の尊厳」理

念は戦後ドイツの重要な精神的支柱となった。その後、ドイツでは、１９６０年

代に非配偶者間人工授精（AID）をめぐって、また、１９８０年代には体外受精

（IVF）をめぐって、「人間の尊厳」が重要な役割を果たしたからである。その結果、

１９９０年に「胚保護法」が成立することになった。

（２）「個人の自由」と「人間の尊厳」

日本国憲法は、第１３条で、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、

自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、

立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定し、「個人の尊重」

及び「幸福追求権」を保障している。

問題は、この「個人の尊重」と「人間の尊厳」との関係である。日本の憲法学

の通説的見解によると、憲法第１３条にいう「個人の尊重」は個人主義の原理を

表明したものである。憲法第２４条第２項にいう「個人の尊厳」と同じ意味で理

解してよい。個人とは具体的な生きた一人一人の人間を言う。個人主義は一方で

利己主義に反対し、他方で全体主義を否定する。それはすべての人間を自主的な

人格として平等に尊重しようとするものである。ボン基本法第１条の規定は日本

国憲法第１３条と同じ趣旨である。個人主義は「家」制度の廃止を要請するとさ

れる。判例も憲法第１３条が「個人の尊厳と人格の尊厳とを宣言したものである

ことは勿論である」（最大判昭和２３年３月２４日裁判所時報９号８頁）と判示

している。

しかし、「人間の尊厳」についてのドイツの議論をみると、日本で憲法第１３

条に関して扱われている問題と相当に異なっていることが分かる。憲法第１３条

で扱われる自己決定権や幸福追求権はドイツでは基本法第２条の規定する「自ら

の人格の自由な発展を求める権利」に根拠が求められている。ドイツで「人間の

尊厳」に反する最大のものは国家による生命の剥奪、すなわち、死刑である。フ

セインの処刑に反対する声がヨーロッパ各地からあがったが、それはフセインの
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罪業のいかんにかかわらず死刑が「人間の尊厳」に反すると考えられているから

である。これはヨーロッパの常識であり、フランスも憲法を改正して明文で死刑

廃止を書き入れた。死刑に次いで問題とされているのは拷問である。ヨーロッパ

では死刑に次いで拷問も「人間の尊厳」に反すると考えられている。逮捕したテ

ロリストが時限爆弾のありかを知っているとして、そのテロリストを拷問にかけ

ることが許されるかという問題に対して、それによって多くの人の生命が助かる

ことが明らかに予測される場合であっても拷問は禁じられるというのがドイツの

通説になっていると説かれる。しかし、日本では常識になっていない。死刑が憲

法第１３条に違反するという見解もあまり聞かれない。

「個人の尊重」という場合、その主体として想定されているのは自由意思によっ

て自己決定を行う個人、国家によるパターナリズムを排しても自己を実現しよう

とする「強い個人」ではなかろうか。最近の第１３条解釈はとりわけその傾向が

強くなっているように思われる。これに対してドイツの「人間の尊厳」が想定し

ているのは自由を求める強い自立した個人ではなく、弱い人間や一人前でない人

間、場合によっては「悪い人間」である。そのような人間であっても、「人間で

ある以上、人間らしく扱われるべきだ」ということが要求内容となっている。こ

のように考えると両者は重なり合わずに対立する場面も出てくるのではなかろう

か。

より重要な問題は、「各人の全体的な人生構想において周縁的ないし下位にあ

る関心や欲求を一時的に充たすために、長期的な人生構想の実現を取り返しがつ

かないほど妨げたり、そもそも何らかの人生構想を自律的に形成・追求する能力

自体を決定的に損なったりする恐れが大きい場合」への対応の仕方である。新自

由主義の下で、自己の幸福追求権を自己決定・自己責任にのっとり実現し得る「一

級市民」と実現し得ない「二級市民」との選別が進むなか、社会福祉や医療その他、

さまざまな領域で大きな問題となっている。「人間の尊厳」という観点からは正

当化が比較的、容易であろう。「人間の尊厳」に反する「自己決定権」は認められず、

むしろ「人間の尊厳」を尊重・保護するための介入といった正当化がそれである。

これに対し、「個人の尊厳」という観点からの場合はいかがであろう。「個人の尊

厳」から上の介入を正当化することは難しいのではないか。介入の法的な正当化
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根拠を「法的パターナリズム」などに求めざるをえないのではないか。現に近時

の日本の憲法学の見解では「法的パターナリズム」に求める見解が支配的になり

つつある。

もっとも、これには「法的パターナリズム」と「人間の尊厳」とはそれほど違

いがないのではないかという反論があるかもしれない。しかし、重要な違いがあ

る。「法的パターナリズム」の場合、対象者は「保護の客体」に止まるのに対して、

「人間の尊厳」の場合は対象者も含めて「権利主体性」が認められるからである。

（３）「生存権」保障と「人間の尊厳」

　日本国憲法はその第２５条で、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生

活を営む権利を有する。」「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保

障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定している。こ

の生存権規定のなかに「人間の尊厳」の理念を見出す見解もみられる。同２５条

はドイツのワイマール憲法第１５１条第１項の「人間に値する生存」という理念

などを継承したものであるが、 同１５１条第１項にいう「人間に値する生存」は

「人間の尊厳に値する生存」を意味する。その意味で、同２５条は生存権を保障

したものではないという見解が通説であるとはいえ、同２５条第１項にいう「健

康で文化的な最低限度の生活を営む権利」も「人間に値する生存」、すなわち「人

間らしい尊厳に値する生存」を意味すると説かれる。

　このように説かれるのは、社会福祉や医療などの領域では「人間の尊厳」概念

がとりわけ重要な意味を持つと考えられるからである。意義のーつ目は、パター

ナリズムに関わる。そこでは、パターナリズムによらない社会福祉や医療などが

標榜されるからである。意義の２つ目は、社会福祉や医療などにみられる三角関

係に関わる。すなわち、国・自治体－福祉従事者－福祉対象者－国・自治体とい

う三角関係がそれである。「個人の尊厳」ないし自己決定権ではこの三角関係を

規律することは難しいのに対して、「人間の尊厳」によるとこの三角関係を比較

的規律しやすいからである。

　しかし、ここで注意しなければならないことは、かりに日本国憲法第２５条第
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１項の生存権保障規定の中に「人間の尊厳」の理念を認め得るとしても、ドイツ

基本法第１条の運用と日本国憲法第２５条第１項の運用とは大きく異なるという

点である。朝日訴訟に関する１９６７年５月２４日の最高裁大法廷判決（民集第

２１巻５号１０４３頁）は、「憲法２５条１項はすべての国民が健康で文化的な

最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言し

たにとどまり、直接個々の国民に具体的権利を賦与したものではない」とし、「何

が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は、厚生大臣の合目的な裁

量に委されて」と判示した。これに対し、１９９０年５月２９日のドイツ連邦憲

法裁判所の決定は、最低限度の生活の保障をドイツ基本法第２０条第１項と結び

ついた同基本法第１条第１項から導き出したうえで、当該生活保護費は「人間の

尊厳」に値するとはいえないとして違憲だとしたからである（嶋田佳広「ドイツ

の保護基準における最低生活需要の充足 -- 連邦憲法裁判所違憲判決を契機とし

て [ ドイツ連邦憲法裁判所２０１０．２．９判決 ] 」賃金と社会保障第１５３９号

（２０１１年）４頁以下等を参照）。

　「人間の尊厳」とはこのように個々の国民に具体的権利を付与したものとされ

ているのである。
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